
長浜市告示第１７２号 

 

長浜市予防接種補助金交付要綱（平成19年長浜市告示第９号）の一部を次のように改正

する。 

 

令和７年４月１日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

第１条中「補助金を」を「予防接種補助金（以下「補助金」という。）を」に改める。 

第２条中「対象となる者」の次に「（以下「補助対象者」という。）」を、「限る」の

次に「。以下「接種対象者」という」を加える。 

第３条中「別表に定める限度額」を「その上限額は、接種対象者が予防接種を受けた日

の属する年度において、市が湖北医師会に委託する予防接種事業に係る委託料のうち当該

予防接種の種類に応じた額」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、接種対象者が受けた予防接種が予防接種事業において接種

対象者に自己負担金が生じるものである場合の補助金の額及び上限額は、同項に規定す

る補助金の額及び上限額から当該自己負担金の額をそれぞれ減じて得た額とする。 

第４条第１項中「申請書」の次に「兼請求書」を加え、「様式第１号」を「別記様式」

に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 市長は、前項の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、内容を審査の上で、

補助金を交付するものとする。 

第５条を第７条とし、第４条の次に次の２条を加える。 

（端数計算） 

第５条 規則第２０条の３第６項の規定により、補助金の額に１，０００円未満の端数が

あるとき、又はその全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額

を切り捨てないものとする。 

（手続の併合等） 

第６条 規則第２０条の２の規定により、規則第４条及び第１７条の手続を併合し、規則

第１４条及び第１５条の手続を省略する。 

別表を削る。 

様式第１号を次のように改める。  



別記様式（第４条関係） 

  



様式第２号を削る。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


